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|■ 1儀な時代を耐えて今日|あ り、|ねぎらうと書いてある旨述べた。|   |‐|| ‐‐
||‐|||^||、 |1螢らぃで10万 1ら養をっけようと

'ヽ

||:||夕ぅが、40万占IF「象|

‐   として
'IFIII.本

|いず.(‐

なすか予rた
ことに寿しIⅢ号|11‐‐自分‐1半|り

驀、14‐

・  年間
「

‐緒にゃらてきた人に対する半JttFを
ゃ早ヽ

こ
?間

の
声孝

が
翠1「 F育 |:‐)rヽ

||‐

|||1翠管Fきない:で

あ―ろう亨考述がた311・  ‐ ‐‐      ・ ■ | |

1 干|■今ギ■事ハ戸IF?V‐ )て
尋ねた||と

に対し、1今年|)響季
J益が

|ザ
う

`い

やや‐

‐|11ド早なく、|1少夕:)ィーイイド
「

ギつたず
食ヽべるのがゃ||であつ■旨、中小企業

‐

■響均曽ザ¬ま出呼,9誤輩導欝:環羊11メニl=1組合が■説明していただく1紳得■
~|1仲

行Fき う|ず
がないFヽ .こ

れ挙|の説明
|す FIさ ない買→が

たし
 |||‐

|‐
|‐|

|‐ ■秤合ギ)が
~スド|う 60万円貧に対する上中し↑‐9暑本停|こつい.下

尋,|||
‐‐

| |‐   
・ ■|   |    

‐-7-|       |‐ | ‐ ‐   ‐
||‐



|   に対lt会社は、熟明FIない旨述バ(綱合が功績にっいて尋ねたこ―とに対して

| サ1今年噂■公奉しない、不

^!Fヽ

言́ なぃ亨ぃが41■  |‐・ |‐ ‐|‐
| ■ | 1組合が|■今早黙今|‐ |´す.た平均率給年、・準年1場譲‐早黙降つ件員9平均求

■ ■9行 IV容煮?本幣|■下

`Ⅲ

fl言rl‐早述↑||||,レ 1今年■‐芦ネ
‐■|‐ ない)中さなヤ`買導●た:‐|||‐■■|‐  ■|| |  ||| ||‐ ■|■■

lt詈募弾霧裔葛井「事TT写掌苓計
|■   |して

`よ

1会年は■言えなV｀ と述ドた■  ‐ ‐‐‐||‐・    |‐ | ‐ ‐  ‐ |
.・ ||‐ 組合が本件費につい

`尋

ね
～
ことに対し,会社は|■する|`ま|れだけである .

|||1亨いが|1合ギ響不|IFI´ |^件姜がど―う|な
らてぃるふ分力|ら ないと議論|き な

■■||い旨すがた|とに村レ■会社は:ちゃ
～
1回
答
||||||→ |キ|||| ‐‐|

|11:10T,I範署こ11::曾「堪1二集ほよ:11露1[1!ン:1
‐ |‐|1冒、ぐだぐだ言うならやめる旨述べた:|‐   |  ‐

|‐

‐■||||(T,の 1、 甲8の

')●

■■  ■■‐  ■  1

1111ⅢⅢⅢャ早(組答1基|ょ 1峯員会に基|二
■  を確約する旨記載した30.12,27和解協定書を取り交わして

■  30■ 10事件を取り下げた。||    |‐|||| ‐||
‐
| 130112.2び甲解協定書には,次のとおり記載されていた:

|∵量獅警事等黎
||‐ |■ |■ |ザ1諄■IFlを議|1合言の飛
‐
|‐  ||1会

～
“

11ⅢⅢI立て

'|=|た

|と について■遺憾の意を表明する。

双方誠寒に履行すること

,910和解を行いヽ 組合は

41組合

`よ

、本件申辛てな駆‐,下げるも

甲交中入れを行うた:‐  ‐||.|‐ ■|  |‐

||■ 岬ィ)||||||■ |■‐||||||‐ |||‐ ||||‐ ||‐ ||||||||||‐
(‐7)平成31午

lF21‐日,程含及び分会|ま (今年|1対 し、,11.21申 入書をき付し、31.1.21

| |ュ ,1.121申 八書には(次のと―おり記載さ,|そいた11111■‐‐ ‐ ‐ ||||‐ |

‐|「キの学彎委尋会「|?神17!F琴ブ育■下
記っと―ゃ

り
1求レ|すIFl誠実||ザ

||を開催されるよう中し入れます。 ■ |||  | |||‐
|‐

‐|||||| ‐

|■ |||‐ ‐ 1   8=   ‐ ‐   |



■‐‐   ・ ■ |■ ‐■
‐‐記   |‐  ■‐  ‐ ■  | ‐

11冬季掌争について開■1諄叩を求0まする  ● ・ ||      ■
|||||)冬拳■蒔金のF律 166方向支給者の本撃とその著たちあ入社年月日基準
|■ 12)66万円を

^,ス

にした者あ平均支給額と最低文給額、最嵩支給″ ‐ ‐

|||||″ |をヽ ス
■ |IⅢⅢ襲 ||■ || |‐

2(69万甲なが■スにした者の最低支給額を70万円に引き上げ、平均を85万円と

13、

4、

|され 1ヽ遡及さ―れたぃ9  ‐    ■   ‐    ‐ ■■・ |‐ |
1李午‐4月 庫賃金よ,基本給の29‐%の昇給を要求します。  |    |  ‐

″賀I場策三期工事にらぃて謀明を求めます。 |‐■|‐ .■ ‐~  ~            i二
場
=期

主事高為あ■言力ヽ掲義李れ‐‐製事会議資料ヤFぉいて「2919年滋集
|ており0具体的計画が策定されつつあると半」断しています。これにらぃて存

| |メ円の説明を求めま
―
す。   ■‐・   ‐ | ||          ■

|■①融資年と逮済なについて■ ②着工時期と尭土1効について    
‐

③  蒸留設備詳細について ④  蒸留設備の運用人材訓1画について
5t‐ |三期工事後の本社工場の体制について説明を求めます。  |■  | ‐‐

|||千押工事筆IF本社工場叩中ゅ々針に関わりt‐ 間鎖時期・閉鎖に伴う人員の
|‐ 処渾1配置にっいて、具体的に提案されたい。 ||■ ―■‐‐

6、 1昼食代手当の復活を求めます。  ■      ‐   ■| ・  ‐

|‐‐|■ 昨今の業績を鐘みる限り、滋賀ェ場二期工事後|こ 消滅した昼食代手当の覆

1活が可能な業績水準であると判断し、これの制度復活を求めます。 ||
7、 1    計画について説明を求めます。      |  ■

‐
      ‐ |    |■        |                                   |

|1本阪府労fO」季早令||お
いても、会社側資料で明らかにされてし`る

準認司:画について説明を求めます:     ‐||‐ |‐     ■  ■
8t滓賀

=‐

場
^の

正規摯員(特に理系大学卒)の採用を求めますら      ■
|

‐■‐‐滋賀工場での昨令の連鎖的な技術者の退聯 |「
より、平常な製造が困難な事

||‐菅IF攣ァ下いま
―す|まずヽ|‐

^19神

充を求11‐奪学甲幣た,11を患T^16
1 回

4‐呼率とすうよう求めます。‐   ■     ‐‐      ― ‐

≒J不甲摯,そ内下下ダ会～
型

II]薔J凛[「[圭[臀露菫奎暑な||ら ?ヤT↑↑で作半|`や り1奉質
.44条導辱の疑いがゎります:1夫友今Jなるものの寒態(役員:事務処理担当)

|||,メ ||`“晟と0来約内容を萌らかにき,tたぃ。  || ■   |■
‐
 ||

■‐■      ‐■   ‐  ‐ |‐ |    |■  ■  以上」

(甲 3)●■‐■■  |
平成31年 2月 12日 、会社は、組合 に対

し),1,412事前甲答書を送付 した|

-9- ■  ‐    ‐|     ‐

(8)



312.12事前回答書には、

「  ||■  | ‐

1701?午 1月 ?1日 付|すの

前に回答します
`‐

■■

‐げます。

7、

|す。■

‐予想しています。        |‐ ■   ■

③  蒸留設備は  と同じ       と

としますぉ又、既存の

次のとおり記載されていた。

|・  ‐事前国答書  |‐   ■ |

「要求並びに団体交渉申入書」に対し1下尋?通 ,事

11、 昨年9冬季賞与金額算定の主旨については、昨年11月 26日 の団体交渉にお

||‐ |ヽFヽブ声|も ?て
ご謳明|す下ぃただいたとおりであり、会社としては、

滋賀工場建設以前の入社者と以後の入社者なの間に、全額差を設けることに

|‐ は合理的な翠由があると考えています。|そ の根拠にういては、上記団体交渉

|‐ ‐でも事業成績の推移等を用いてご説明
奮1下ぃ

「 ギヤ)‐|キ
ころですP今甲9‐

|‐ 閉季翠求1)lF対する回答キ|ては上記をもつて足リーるものと存じます:他 ‐

|‐ 方、|)1開不
'ユ

tヽ たしかねます。(ぃずれも人事二あ機密事墳に該当しまチ)。

1 3)については、当社の賞,規定に係る基準が給与規定23条であることを再 :

|■三さ読萌し

'い

るとおりそチ:         ‐|‐ ‐       |
12、 上記の通りですのでご要望に沿いかねます。  ■|   ‐  ‐

13、 今年3月 ■日に米中の貿易摩擦の新たな展開が予想されます。全ては、そ|                          |

||の結某と影響に加え、そめ他当社の経営を取り巻く全ての事情を熟慮した後

. の判断になります。少なくとも現時点にゃぃ下は、ご粟ギヤ「 は沿いかね事す|

4、 ①経営者の最高機特事項ですので説明年搾ネさせてヤ`ただきます。   |‐
‐

‐ l②着手時却Ⅲ設備が完成する今年然ぐらぃ.で 、表工時期は11月 から12月 と

程度の

と同規模品を  設

‐ 置します。             ■‐| |■■| ‐

‐■ ④運用人材については多種・多様な社会然瀑を熟考しながら本材確保に鋭

|■
‐
意努力します。  |       ‐   ‐ ・ ‐ ‐・ ■     ‐

‐                    ■ |‐  ||||||‐ |‐ ■|   ‐‐ |・

5 tl三期工事後の滋賀工場の受注状況と、本社手場
甲曽1,サ ?1甲甲ζす省

検

llllレキ上本社工場9叩鎖を行いた|ヽ
と考えていますが■その時響有堺在9段

1階で定めるには至うていません。したがいまして、いさだ|「門鎖時却 1閉鎖

ltF年

'今

早?袢fl配置JIつぃ下
ヽ「具体的に提案,‐ ,「ぅ時期でぃゎりま

■tI々。| ■■‐ |  |‐
|‐   ■         ‐‐     ・.(マ

マ )        |              |     |

o、 昼拿千当?写rl,っぃ、,す2919午 ?月
20日 の団体交渉の席でご相談申し上

計画につきましては、2018年 11月 5日 付けの事前回答のとおりで ‐

- 101■



iξダH鰭:i][ll[::]時

=:豪

は:

::革11]11妻革fttti,111::1視糖よ11
う|?ギヤ炉け的を得ますん:同社は当社との独立した株式会社の実態を有

してぃます||それ黙上の契約内容等の開示は経営上の機密事項ですのでお断

|‐ ■|||'レます9  1
■ ‐以上」

|:,1属韓,11よ1:ム1あ吉:本件腋 鳥 層:議1111席』itl‐

■1及かⅢⅢ年||1学席した。■   ■|| |
|また、本件団̈ !Fお |｀

ては、以下のようなやり取りがあった。|  ‐‐ ‐

7 団変の冒頭で■社長は、31121団交申ハれに対し口答するとして1‐ 組合に

製鵠ギ難1:撃祢:5

藩上に至る経緯●②廃止め際t就業規則の変
■ 更を失念していた旨が記載されるとともに、今後の1対応及び家族手当の取扱いに

|   |■   |‐ ‐ ||      |||

|‐ ||‐ ‐|‐                  ‐||‐

p者■社内で外部ォ当を取る者、1酉量送や営業

|‐

||=.::,「1:堆i暑蔵労|る■`ⅢⅢ―よ|では月‐|■|がら
‐  |||‐事摯事務の負担が少なり大きくえ

|.  |1給老1著
''|||=|?た

総額|

|■

':翠

輩 案 1,|´
IⅢⅢ早傘争行予|とが|*|■

I100‐ 9円を■律本給ヤ1上琴せし、Ⅲ業凛11か

■ ら曇傘
`、

千当●削除したぃと考えます:1実施|は続業轟りの変責油か隻違さ
|■  ‐れた翠月給料

=給
日‐とします。||   ‐ ‐‐■ |||‐  ||||‐

‐
‐| ||‐ ||||.:

|とっレ■■ _|‐ ‐ |■ |■|| ■||||「家林手当め取り扱し

11「,革渠|:|よ量3奇,議
時■呻・ みいち″

|‐ |ギ「1'TT「替「]イ
,11-



イ ー組合は、これは昼食代千当についての甲答であり、今回の要求の6.番 目の項日
‐ |     |  |                                 ‐

に対すぅ甲省になゃ軍攀が■第1炉なら第o項までの口答としては31.2.12事前

‐‐甲答書を早け取ってャ)る が■|の手前甲答書だけといラ||なと尋0た ところ、

■ ■ )Ⅲ り

'疵

Ⅲ I■
10父lFlllllllT臀 ⊃|‐

tlぅt～長け|「そのとお,ドす11'
|‐
‐組合が「説明を聞かせてほしいとぃぅこともしないとしヽうことですか」と尋ね

111走I:1哲‐魔』il軍11:班Fヒユ逸諸奥よ竜」
|け 「ヽ

`■

黙|つ甲答摯含?|ころはできないですね。Jと 述べた。組合は、労
p委旱今ド)や早|ソF事尋を出し合ってまとめる努力をしましょうという精神で
‐和解が成立したと思うている旨説明し、こ?来青だけで甲答なのかと尋ね、これ

,F対
レ年
「

は、
半言F申オ.こ

と自体が
早い対応である旨述ドた。      |

ウ 組合は、30,19事件の前から社長は同様のことを言らてぃるが、それでは駄目で

あると述
^た

こと―に対し,社長はそんなことはない■夕煎からも|め―ふうにやっ
て―いて、3010和解をしている旨述べた。組合がtそれで良いと和解したのではな

く、1変 えましょうということで30110和解をしたつもりである旨述べたことに対

.し :1社長は、和解文書をもう■度よく読んでくださいと述べた:1輝合が、今まで

|どゃ,F良かったというのが社長の認識であるのかと尋ねたところ●社長はそう|

‐IFす牛攀がた
`‐

        ‐ ||              ・ | |
‐1組合が,全く今までどおりの認識そt変ゎらないということかと尋ねたところ、

■‐社長はそうである●そう書いてある旨述べた。組合は、|それだと和解する意味が|   ‐  | |    ■| |    |‐ ||            ‐        ‐      ‐

1篭靭亀[「壇11:愈】l:1争
,「II事::彗,「 }‐ |ろ

、年暑
|‐ は、自分が読んで:確かにをのとぉりで

ゃゃ軍攀バ|1絆今が、39111不1解メ辛

`F
‐ あたψ、社長に来てはしいと言つたが来なからた言攀

^た

こと
―
IF対 して

・ 年号|
1呼|れてぃなtヽ 1述ベ

ー
た。た答は、会社代理人が社長にはオ1癖

^内

容を伝える

',||ら |と いう||どで、30-16和解を成立き|たが、そのような回答だと伝わらてぃない
|■としか言いようがなぃ旨述べた。| ■■|         ■■   ‐ |‐

| |そオイF村 |、 年辱
lす

|‐ l`れはなャヽょ。|わの和解文書を見たら、僕はこの文書

でお答えして、大体そもそも、代表取締役|ォ■ナ∵社長が自ら団体交渉の席に
■       |

出て、文書で説明するな々
`最

事の対応ですがな:」 |‐と述べた。1組合は、それな

| ら文書に書くだけで終わるr/2で、交渉しなくて
キぃド!ま

なャ
)夕
)|ザ

↑ヽ年
「 'す

、|    ‐  ‐           ■             |

■「だか―ら、質問に対する交渉を文書で回答してるとャヽ2.こ ξでブ「キよ|と いがた:
|    .  :        ||

組合は、1要求に対して回答するのは普澤のことである旨述べぅと、1社長は、文書
‐ ‐           -12■        ‐

|‐  ‐|  | |‐
|

|   |  ‐                                  ‐



1畢各「「lii:吉:事:η署:「I[11:古条l「;事T'言
|121'ななし

l夕含
に,キ

|ゃ吾:'?督響
や合理的な理申を言って説得し合ゎないと

.1牢ザFけない言→ずキ|と
|1村レ1牛「

“

「ヽいやいやヽ十分要求の内容をこち|

|‐ |々
で吟崎IFI琴本の申谷をキド子1今れF早答レ下ぃキす?F,111キいずζ。

|1組合が●それは世景η■方的な主御であ
有|夕

であると述
↑ゃ|||テサ|「T‐

|■ ‐々やない:ち ゃんと要求っ内容をょく吟味して答えを出してます。」を述がた:

1組合|す、

`の

ような言い方を|れぅ.|、
これ以上交渉しても仕方がない旨述べた: 

‐

11社
「

ギ景傘
千`
すll:ギ

うする
?″ |と

尋ね、組合がその話しかしないということ

|´ とヽ尋ねたこ|に対し、
1社

長は|「 はい。IJ‐ と漆べた。|||  ‐|||  ‐■

|‐ 響今||1牛や :‐|l1/Df寒中弯
についそ10家族千当あ虎止

lま今||さ な|‐
)|1今

′

||までの経導があぅので調含いをして決定|てぃたことから、まだ弯たぅ||1早な|

|||:ギ1打
ち帰つてま

「
検討

す,早l②昼食代手当については前向きな回答と思ち■

||‐

`ヤ

ー)う ?|で 十ヽ分吟味して■串来るだけ早く回答する|こ うしてほしいというこ ‐

‐
11El;〈]i虚1曇菫[でF顧3,「1:F」[1:曇置[ぜ「:ヒとになって

| しまうんじヽないですかね:」‐と述べたところ、社長は「えっ。J■「
|‐),IⅢⅢ.

|1分から、ん。」と述べた:■■  ‐              ‐‐ ■ |‐
‐
||1組合が、組合は切実な思い||て交渉している旨述ド、本社工場開鎖の問題に

||1下 ||1翠呼|｀ 1手 |て
いなし

、
と会社は回答していたが、1滋賀工場着工が決ま

||つ下|｀。||‐

|｀
ラ||||‐‐奮社干場を開学す.る|1決まらそぃる0ではないかと尋ね

‐

||.た■|. ・ |   |||   ||‐ |    |||     ‐  ‐‐・ |||||||‐|||
|||‐ f■長,ま、ぃずれは開豪する方向であるが:な )́ななドきなしヽ旨述人た:|れに

|

||IⅢ合り|lt.|ら :閉鎖を

'る

|1性が|,||IⅢI本ォoとい
'中
合k

l.:凛彙「il,i:』hゃ li』』づ||11塘11‐二よ―|||:曽‐||| |  ‐|‐          ■     |  |‐

1摯t'午litか

'考

えている旨
り,11締役が(‐

‐
社長1す本音F話 している旨述ドた, |

■組合が,琴するに10年前から移■レキャ)と言つてぃぅ状瀑‐なら何ら変わりはな|‐

|1111,I:籠[1ま:ず,|:i腐llill'お』16:::i世督|‐

Ⅲ■||||1下いる
|ィン、|‐T脚すⅢ蔽ザ|マ摯がヽ

`|1動
|||‐||‐

||テキザド育なV,1袢がキ。   ||‐‐■‐ ‐ |||||‐ ‐. ‐   ■|‐

・‐
 ||

11計卜孵TI[票電者:'lTII籠 [お揉骨[ii場:Iに奮|

|      | ‐      || _13■          |  ‐|‐



鎖するからと言われると困ると述べたことに対して社長は、|そ んなことをするわ
けがなぃ旨述バた:‐ 組合が、そうであればそうい.'杓ネ|‐文書が欲しいと述べた

|  |        ‐

ことに対しt社長は:それは31.2.12事前回答書に書いてあるとおりである旨述バ

■‐|た :‐

|■ 1綽合が)|,112,112華 前甲答書によれば、諸問題を十分検討した上閉鎖を行ぃたい
| ということだが■諸問題が解決するのがv)っかつからな

')ヽ

来月解沐すなかも分
| からなぃ旨、述がたのに対し、社長は、今、レヽつと定めることはできない、それ

■だけしか答えは出ないと述べた。  | ‐  ■||■ |     ‐ |

‐■組合が、1諸問題というのは何かと尋ねたところ:社長はそいろいろあると述べ
‐              |                  |            ‐      ‐

|た。組合が、|「誠実に交渉するという
で力「率をサ,理解しては

,|～ Fす |)|。
‐i

‐と述がたところtl‐ 社長は、今のと.こ ろそれ以1・ のことは説明できない旨述べた。

″1程含が( 9番 目の項目の
|‐

「天友会J IFっいてヽ「天友会」の職員|す姜拿で

^ら|1下ヤ)う
という.|と だが、|‐琴吟1会年め神員が指示・命令をしてぉりt llこ れは違反

IC:IttIFtttii[]:[警 [撃 :[[り操Ittig分:[:量倉[讐1
|あ りt学ぶ時間が要る旨等述べた。

キ■組合が、滋賀ェ場の夜勤について尋ねたところ、社長は■指示した旨述べた。

|■合!ま
、そ,Fな くヽ 議|‐

とすれば月6回が限度だというふうに申し入れている
旨述がたぉ■ |‐ ■ |‐ ‐‐||            ‐■ ||

1社長が本件団交lt出席していた組合員に対し、工場長とどんな話になつている

|な1尋ね |ヽと.こ う●組合員は、どうしてもあの形態では夜勤回数が月9回 になら

|ドぅな得な|)(我夕としても、月当たりの夕勤口撃が多すぎると非常に負埠にな

るして恐らくそういうた理由で退職に至っている従業員もいるので、月6回が姜

|れ勧業あmに
^る

の●まい ||||1旨||| ||‐

■緯ξ「「1「:「::保貫量ギ鮮孟菫彙il::〕こ曇::「1蒼ξ
lと |`|すり牛の構た学なぃキうな甲答であらた旨述ドた:       ■
| こ

4ヤF対:レ、社長年|、 講せばいい旨述
ず
、組

含|ヽ 1蓄すのはよいが
1琴す.|

に、1縄合と11`は |夕勤のEnll数にうぃて,基本的に,事 0甲 を限度とする労使協定
―を結びたぃ旨述がたち■ |  ‐

  |‐ |‐

‐
  ||‐ .     |■■||‐‐

‐    |          ‐                     | |  |   |           ‐  
‐ |‐ ‐ ‐

|‐ 社長は(それはまたェ場長にいろいぅ聞いてみう旨、検討してはしぃと言つて

|‐

あう|キ から、1今 |こ ではどうこう言えない、1前向きにどうしたら6回になるか

||い .つ .こ
とを今検討していう旨述べた。組合が、それは聞いている旨t前を回の

卒渉の時に、1社長が上めたらよいということを言つlqぃたが、その指示がなずェ■ | |                         ‐   ‐            ‐   ‐  ‐   ‐‐

‐   ‐   |       -14-         ‐         |



■場景に行っていない0な 1尋ねたところt社長年知らない旨、もう■度指示する
1旨述谷た: |  ■ |||‐   |‐ |  ■ |‐ ||| ■‐■‐     |
‐ 1組合が1減岸も1合わて上層部で■度討議する

|||う 1書
でよ

|)|‐

")す

量rll
lと 呼111‐ 1伴号|す 岬ヽ合91手 |か事暑有早かない|ぃγ省

いと述●|1彎
合け、

1組合から減産しろとかは言えない、夜摯有o甲 |こ
し下ほ|い 1攀がた||| ‐

|1仕長が肯り、,と ,?て
いた旨述がたことに対し、1組合は,昔けもう少し回数

|が少なく:1人が多なつた旨述べ、社長はt,本でやつていたと―述

^た

。これに対

||‐ ||レ
||1撃′

|ヽ 奪摯IF今つてくれる

^が

いない牛いっ矛盾を抱えてぃぅ言導が■|

●ころtl社長は、派遣をどんどん入れ、増やすと述
^た

:  ‐ ||  ■|■ |

―クー■組合が、なぜ正規の募集をしないのかと尋ねたことに対し、社長は,すぐ辞め

■|う ならFわる旨述がたも|||‐■|‐  ■| |   ‐ ■■   ‐

|■組合が:‐|=規を募集し:それが来ないから派遣というのならまだわかると述ベ

■たことに対しヽ 社長は,ど ぅ.いう形の採用をするかは経営者の判断であると述べ

.た。 |■ |    |  ||‐■  ||■ | |  |  | ‐|‐
.■| 1組合がt派遣9人が米ても教える0は我 ‐々である旨、正規なら将来を担っても

|‐ ||‐ |ら うつもりでやるが、派遣の人は3年が期限であるので、そんな人に菓倹1に教え

|■|||||IⅢ ■■ ●こと呼対し、祖訛 嗽 ||ばよい散 疎 嵐 ■ |‐ |‐

|● ::it班 ,1を [難 泄[[ま [10tiF::炸 :[ξ嘗こF蜻 県11 ‐ ■‐‐    ||‐     1年経つたら採用してもよい旨述べた8 11み
ことIF対し、社景嗜:派導の本を8            ‐

||こⅢI■1含■ ツ民遣つ吋たしサ勲警 ‐会社麒 Ⅲ ⅢI本
が
そ
し■導ベ

|11[:|:峯「:T][ピlliF11羊ギ
リし

FII「

「`
lilか

'I‐ltTili塚[:おI吉ど蓮11/:[彙:[∬亀:ti;よ
|‐ |:111,lli,」

「争1ま:≒ ti‐撃,そ
本‐‐

:i「
「し

'|‐

‐
|

.(llキ

I11:i言 :f婚:1曝i曇ま1日量倉:l卜1奮彙量:1:[i郎iと題::文
書て以十1313:i憲 1人書ilと いぅ。)を送付した:‐ |

ぽ舌ず鞘ξttT‐
:‐i「
「曽鱚椰字1写

‐
‐|  ||‐ |    || ‐|   |■ |          ||

(乙 4)
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2 杏件口交ヤ|■ tす う今年9対応け、不諄実団交に当たるηにヽついて、1黙下判断する。

(1)',爆〒寒丞び前評l(7.卜 (9)認定のとおり、31.1.21申 入書に基づき、本件団交
‐
 1)叩伴IⅢ

`レ

ー`う1年
3ヽ1121中

^青

ヤ1調載さ―れた組合の要求内容はt(1)冬季賞
1与に係る情報の開示につぃて、(■ )冬委賞与の増額と遡及について、(血 )平成31年

4月 からの基本給の昇給について:(iv)滋賀工場の第二期工事にういて、|.(v)本社

||■場の閾鎖の口寺期、闊鎖に伴 う人員体市Jについて、(宙 )昼食代手当の復活について、

(、■) の建設計画についてt.(価 )滋賀工場への正規職員の採用について、・

|(二

'社

員1命

^た

よら作業してしヽる:職場
^の

1ド

請会社L薯えられる「天麦基iあ
1 実態と契約内容にっぃて:それぞれ説明等―を求める内容であることが認められる。

|‐ ‐|これ―らのことからすると、31.1,21申 入書の要求内容のうち、(i)冬季賞与に係る

|■情辛,9甲不、|(1)冬季賞与の増額と響みt(ti)平成31年 4月 からの基本給の昇給、
||(0)本社工場の閉鎖の時期、閉鎖に伴う1人員体制、(宙 )昼食代手当の復活にっぃて

|lt=叩 らが,|1合員め労働条件|と 関する争

=で

あり、義務的団交事項tl該 当与る11

‐ . またtl会社l‐l、 最後陳述において、3111.21申 入書の協議事項のうち、残る(市 )滋

賀工場の第二期工事、(前 ) の津設計画t(価)滋賀工場への正規職員の採用、
|`|)悴 友合19■背と琴杓内容にっいては、経営専権事項であり、義務的団交事

|li褥:1:1:量

'「

菫曇£書桑』ill与』掌をLT「「F彙暴曾警[肛量iま:
IF育すい■||||       ||      ■      ||‐ ■

(:)19は
1ヽ李竹甲交における会社

?～|は、回答書を出せばそれで終わりで(交渉

J事 レない|ぃ う不議寒なものでありヽ Q摯議事項のうち、昼食岱干当復活要求の議
‐
1雫 ?み回

,レ■その他‐は本
書 どお りとし

`、

若千?質問に答ぇぅ?みで一切9交渉

ヤF応 じず、仕景が自らの主張を繰り返したり、いがぅにとどま―りt組合の追カロ説明|    |         |‐                     ||          |           |‐
 

‐ |                   |

の要求に答えていない旨、②各議題にう
ャ‐)`ヽ 年景が甲答|なからたので、年ォな

4ヽ?議欅!F脅らた冒キ琴する。 |  |‐  ■|   ||‐     ■| ‐
二芳

|‐会社は、本■1養における会社1対応|まIⅢめて議業なもめ|あ りl①危

‐ 合の要求内容にっいての回答は(31,21,事前回筆書みび3i2.29甲答書‐9と おりで

■ゃ
る畔

―を説明し

`■

要
す内容の

:ょ霜 鮫 言垢 写 甜 |ず現易竜1馨設的な問題提起を行い、組合から具体

1誠実な回答を行うてぃる旨、②本件団交における議論がこれ以上探まらなかったの

|`キ)稗合ダ愕別
号↑的

奪

"点

IF,い下?追及蕉自ら|||ぉ り1会
～
が途中で議論

■奮打つ切つたわけではない旨主張すぅ。   | ‐‐  |‐‐‐
■| _

‐   |   ‐‐ ‐   
‐
    |

ア |まず、本件団交における31.2.12事前回答書及び3112,20回答書に関する冒頭の

やり取りについてみる。     .         ‐   | ■  ‐

‐‐16-



1煎調11`8,、

`?)ア

|イ證
=幣

おりヽ①31.2.12事前回答書には、‐311.21申

入書に記載された組合要求である協議事項の全 0墳 目に対する会社からの回答
||    ■ |‐    ‐| |     ‐    |‐ ■‐                  |

11ア事|■下ヤ)う こ
|｀ ②31.12,甲

省言にはヽ 協議事暉のうち、(宙 )昼食岱手当
‐め復嬌キ1関す0会社からの■寒が課載されており

'1年

量は本件国変の冒頭で

β
l・

1.:押牢中

^||こ

対レ甲答するとレ下13122岬管青有綽合|こ千攀レて読争
‐■げ|「以上です。Jと述べたこ|、 ③組合がヽ組合9要本に対する回答は、31,2.12

1事前回答書だけであるのか、交渉はしないということかと尋ねたことに対し、社

長は、|そ の|お りである旨答え、組合がt l「説明を聞かせてほしいということも

しなぃ.キ ャ)'||ドすな」と尋ねたのIF対 し●「それで十分だと思います、私は

す省F‐ギ号V:す 1:」 1述がキ|‐ |(‐ 9組合が十分な回答でないと思う旨述べた

||||キ に村レ|■量は「それ以|の回管は今の|こ ろ摯ドすないですね。」1述
ベ

ー
|テ |‐19稗含がヽ半芦だりF甲資夕

'か

と尋ねたことIF対し、社長は、*書で
出す||と 自体ず良いtl応であぅと述バたことが認められ―る:|■

‐
Ⅲ Ⅲ I予や

ら`
,oと ■

中 l m2.獅 略 議 御 220略 書によ

|り 本件甲卒の協議事事に対し●T=の回答を文書で行つているものの、協議事項

‐について文書で回答すれば十分であり、組合に対してそれ以上の説明をする必要

li'Iillギ』彙iEi:1会社よ
|||三

対臥|||1書
1纏

した
,、

読
|み

|げ Pギ ||ド |ま

なく、その
手Fを相手方に紳得させる.ドK説明するなど、誠意

| ||                     |

ζ‐
や●

`卒

イIF当
たらなけ

|げ奪
らずヽ本件団交の冒頭において、社長自らが、

本書回答だけF十分であり̈ 攀すぅ
つもりはない旨の発言をしたことは、組合の

1翠解が得らすし

`よ

う説明を尽くす意思を欠いた、不誠実なものといわざるを得な

|ヽ:    ‐ 
‐  |

イ 1次に、
1本

件団交において、回答書をめぐるやり取りの後01合協議事項にらぃ

.そのΨⅢⅢⅢマ争■‐ι葛曇曇基(。 :』11撃』:覆繕た1ぃ|■ 前記|(0)■力)ら夕認定のとおり、(

||`(|～長が曇拿代千当に闊する提案につぃてどうするのか尋ね●糸l合がその話し
|

:́||い
と

:'´||´ と`予,キ
ことに対し,牛|は

「
.すい。

|‐1警|||と ).②

ll協議事項(v)の本社ェ場の閉鎖の時期、閉鉾に伴う人員体市Jに関しt‐稗合が開鎖
|    |               ‐    ‐|‐ |‐ |       |           |                 |‐      |

■の具体的時期等について尋ねたことに対1下 |～暑はヽタ
イ イヽ|イがキヤ

す■げ甲||||| ||        |  ‐
‐ 

‐ ‐|  |‐
|

1鎖したいが、|その時期を定めることができなぃ旨述べ、組合が、場者問題を十分検

■討した上閉鎖を行いた,)と いうことだが、
1子間雫ダ1「

決する?4):,|´ :省η)う
.|‐

‐ い旨述ド、1諸問題というのは何か、3012?仰解協定芦の和解*な ど,理解して
‐‐‐   ‐         |‐    |     ‐                          ‐‐  ■  ‐     ‐

|いるのか1尋■たのlF村‐レ
`||■

号は、今、いつと定めるこ|ll■でき―なヤヽtレ )ろ

| ||||■  ||||||‐ 117-‐ ‐ ‐  ~|||‐ ‐ |



いろある、それ以上のことは説明できないと述べたこと、③協議事項 (価)の滋賀

工場ヽの
=規

職員の採用に関し、組合が夜勤回数を月6回 にしてほしい旨述べた

のに対し、社長は、今この場でどうこう言えず、検討している旨、派遣を増やす

旨述べ、組合が、なぜ正規職員の募集をしないのかと尋ねたのに対し、社長は、

すぐ辞めるからである、どういう採用をするかは経営者の判断である、ともかく

鋭意努力する旨述べたこと、④協議事項 (破 )の 「天友会」の実態と契約内容につ

ぃて、組合が「天友会」の職員に会社の職員が指示・命令をしているのは違反行

為である旨述べたのに対し、社長はもう自分たちでやっている、新しいところで

仕事をするには多少その現場のことも学ぶ時間がいる旨述べたことが、それぞれ

認められる。 | ‐    |
これらのことからすると、組合は、(v)本社工場の開鎖の時期、閉鎖に伴う人

員体制、(価)滋賀工場への正規職員の採用、(≡ )「天友会」の実態と契約内容に

ついて、会社に対し、具体的な質問や追及を行つており、組合が個別具体的な論

点につし`ての追及を自ら怠ちているとの会社主張は採用できない。 |

また。1会社の対応をみると、社長は、組合からの質問に答える形で一定の回答

を行っているものの、(v)については、工場閉鎖に係る諸問題を尋ねられて、い

ろいろあると述べるにとどまり、具体的な説明を行っていない。また、 (価)につ

いては、組合が夜勤回数の減少を求めて、正規職員を補充しない理由を尋ねたの

に対し、経営判断である、鋭意努力すると答え、(破 )についても、もう自分たち

でやっているなど答えるのみで、具体的な根拠や方策をあげて説明したとはいえ

ず、あくまで自らの考えを述べるにとどまっており、組合に対し、十分説明を尽

くしたとはいえない。|‐
                    |

したがつて、組合からの個別具体的な質問が出た点については、その限りで誠

実な回答を行つている旨の会社主張は採用できない。   |
そして、前記 1(9)認定のとおり、本件団交における協議事項のうち、(i)冬

季賞与に係る情報の開示、(1)冬季賞与の増額と遡及、(並 )平成31年 4月 からの

基本給の昇給、(市 )滋賀工場の第二期工事、(前 ) の建設:「画については、

本件団交の中で、一切具体的な説明がなされてぃないところである。   | ‐

これらのことからすれば、各協議事項についてのやり取りにおいて、協議事項

■|(宙 )の昼食代手当に係る会社の提案については、1組合も二定の評価をしてぃると

ころではあるが、それも提案をしただけにすぎず、結局、本件団交における協議

事項についての会社の態度はtいずれも組合の理解が得られるよう説明する意思

を欠いた不誠実なものであったといえる。           ■■   |
ウ なお、会社は、最後陳述において、協議事項のうち、(1)及び(■ )の冬季賞与
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‐

`F俸

う事項tFついては、3o111.26団交にゃぃて十分な議論がなされてぉり、今回
の琴本年モ■を春し澪す 9ヽ・9あ |た 旨羊張すうので■合のため、こ―の点につい
てみる|‐ |||‐   | ■||||   |  ■

| ||‐ |‐   ||| ‐
| 1煎記 1(o)(|(8)認定によ4げ:130.1126団 交において冬季賞与に関する議論

|が7や||‐|'|‐ |112.‐
12事雪回今青!「

は、な奉貴与に||ヽそは、36111.26国養に

|ず写ヅt[i・[ζ愁輩雲判i3ちよね奮E111事11曽

'

■ケζ答えヽ おり、開示F育ない呆体的な理由を説明していないことからすると:

■冬季賞与に関する議論が尽‐ヽされているとはいえず、かかる会社主張は採用でき

エ

|な tヽ111‐   |||||‐ ‐|    ‐| ||‐ ■|||    ||‐ ||‐   |  ‐
●さらに、本件団交終盤のやり取りにつv)てみうし  ■‐‐ ||  ‐|‐ ■

■合■Ⅲ、本件口̈ ,終了についても組合,T解を得た■で終了宣言を行つた旨
圭姜チるL   ■||       ||||‐ |‐|| ■‐■ |:||

|■ ||しかし 前ヽ記 1(0)ク 認定のとおり、1会社が不導労働者ll関 して工がた後|「以
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